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特定労務管理対象機関の指定

特定労務管理対象機関の指定について

➢ 令和６年４月１日から、医師について、労働基準法による時間外労働の上限規制の適用が開始される。

➢ このことに伴い、医師にやむを得ず年960時間を超える時間外・休日労働に従事させる必要がある医

療機関は、医療機関勤務環境評価センター（評価センター）の評価を受けた上で、県から特定労務管

理対象機関の指定を受ける必要がある。

➢ 県は、指定に当たって、医療審議会及び地域医療対策協議会の意見を聴かなければならない。（本県

の医療審議会における意見聴取は地域医療対策部会にて行うことを令和５年３月開催の医療審議会

で了承済み。）

➢ 指定の効力は３年間。
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指定要件（概要）

➢ 業務の該当性（※水準ごとに異なる）

➢ 医師労働時間短縮計画（時短計画）の作成

➢ 面接指導や休息時間の確保の仕組み（追加的健康確保措置）の整備

➢ 評価センターによる評価の受審

➢ 労働関係法令の重大・悪質な違反がないこと



令和6年度の上限規制適用開始までの特例水準指定に向けたスケジュール
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厚生労働省資料に加筆

令和４年度第３回
地対協資料 再掲



地域医療対策協議会及び医療審議会における意見聴取事項の整理

意見聴取事項

①地域医療構想との整合性確認 ⇒佐賀県医療審議会地域医療対策部会

✓ 地域医療提供体制を確保するために、申請者が特例水準の業務量を伴う役割・機能を担う
ことが妥当か

②医師確保の議論との整合性確認 ⇒佐賀県地域医療対策協議会

✓ C-1水準の適用により臨床研修医や専攻医の確保に与える影響

✓ B水準の適用による地域の医師の確保に与える影響

【佐賀県医療審議会 地域医療対策部会】
調査審議事項
地域における医療提供体制の確保その他地域医療に関する事項

【佐賀県地域医療対策協議会】
協議事項
・医療計画（医師の確保に関する基本的な事項）の策定に当たって意見聴取
・医療法第30条の23に規定された医師の確保に関する事項

令和４年度第３回
地対協資料 再掲
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令和５年度指定申請状況
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医療機関名 医療圏 申請水準

佐賀県医療センター好生館 中部 B、C-1（専攻医）

一般社団法人巨樹の会 新武雄病院 南部 B、C-1（研修医）

佐賀大学医学部附属病院 中部 連携B

指定の種類 長時間労働が必要な理由 年の上限時間

（A水準） 原則（指定取得は不要） 960時間

連携B水準
他医療機関へ派遣されて行う

業務により長時間労働となるため
通算で1,860時間
(自院では960時間)

B水準 地域医療の確保のため 1,860時間

C-1水準 臨床研修・専門研修医の研修のため 1,860時間

C-2水準 長時間修練が必要な技能の習得のため 1,860時間

参考：指定区分



参考：B水準として指定することができる病院又は診療所

提供している医療
医師をやむを得ず長時間従事させる必要がある業務があると認められる病院又は診療所

医療機関 厚生労働大臣が定める病院又は診療所 業 務

＜法第113条第１項＞ ＜医療法施行規則第80条＞ ＜厚生労働省告示第９号＞ ＜医療法施行規則第80条＞

○救急医療 ○救急医療を提供する病院又は診
療所であって厚生労働大臣が定
めるもの

○医療計画において三次救急医療機関として位
置づけられている病院又は診療所

救急医療の提供に係る業務で
あって、当該業務に従事する医
師の時間外・休日労働時間が１
年について960時間を超える必
要があると認められるもの

○医療計画に二次救急医療機関として位置づけ
られている病院又は診療所であって、次に掲げる
要件を満たすもの

イ 年間の救急車の受入件数が1,000件以上で
あること又は当該病院若しくは診療所が表示す
る診療時間以外の時間、休日若しくは夜間に
受診した患者のうち、診療後直ちに入院となっ
た患者の数が年間５00人以上であること。

ロ 医療法第30条の４第２項第４号又は第５号
の事業（＝５疾病5事業）の確保について重要
な役割を担う病院又は診療所であること。

○居宅等における医療 ○居宅等における医療を提供する役
割を積極的に果たす病院又は診療
所

居宅等における医療の提供に係
る業務であって、当該業務に従事
する医師の時間外・休日労働時
間が１年について960時間を超
える必要があると認められるもの

○地域において当該病
院又は診療所以外で
提供することが困難な
医療

○地域において当該病院又は診療所
以外で提供することが困難な医療
の提供のために必要な機能を有す
ると都道府県知事が必要と認めた
病院又は診療所
○地域における医療の確保のために
必要な機能を有すると都道府県知
事が必要と認めた病院又は診療所

当該機能に係る業務であって、当
該業務に従事する医師の時間
外・休日労働時間が１年につい
て960時間を超える必要がある
と認められるもの

令和４年度第３回
地対協資料
（一部改変）
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B水準該当性

1.佐賀県医療センター好生館の指定審査結果

適 ［該当する業務：救急医療］

・医療計画において三次救急医療機関として位置づけられている病院又は診療所
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C-１水準該当性

適 ［該当する業務：専門研修］

・当該研修に係る業務であって、一定期間、集中的に診療を行うことにより最新の知見及び技能を習得するた

めに当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が年960時間を超える必要があると認められるもの

［参考］C-1水準を適用する診療科：

循環器内科、脳神経外科、整形外科、泌尿器科、脳神経内科、血液内科、消化器外科、心臓血管外科



県による指定要件評価

1.佐賀県医療センター好生館の指定審査結果

① 時短計画 ： 適（評価センター評価を参照）

② 追加的健康確保措置 ： 適（評価センター評価を参照）

③ 労働関係法令違反なし： 適（労働局に確認）
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評価センター評価

【全体評価】

医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取組は十分に行われており、労働時間短縮が進んでいる

【指摘事項・助言等】

労働関係法令及び医療法に規定された事項について必要な要件を満たしている。それ以外の労務管理体
制の整備や労働時間短縮に向けた取り組みとして、労働時間短縮に向けた労務管理体制の周知やタスク・
シフト／シェアへの取組がなされている。引き続き労務時間短縮に向けて取組むことが望まれる。



B水準該当性

2.新武雄病院の指定審査結果

適 ［該当する業務：救急医療］

・医療計画において二次救急医療機関として位置づけられている病院又は診療所であって、年間の救急

車の受入件数が1,000件以上であること

［参考］年間救急車受入件数：2,011件（令和４年度病床機能報告より）

9

C-１水準該当性

適 ［該当する業務：臨床研修］

・当該研修に係る業務であって、一定期間、集中的に診療を行うことにより基本的な診療能力を身に付けるため

に当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が年960時間を超える必要があると認められるもの

［参考］ 想定年間時間外・休日労働時間数：831時間/年



2.新武雄病院の指定審査結果

① 時短計画 ： 適（評価センター評価を参照）

② 追加的健康確保措置 ： 適（評価センター評価を参照）

③ 労働関係法令違反なし： 適（労働局に確認）
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評価センター評価

【全体評価】

医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取組は十分に行われているが、労働時間短縮が進んでいない

【指摘事項・助言等】

労働関係法令及び医療法に規定された事項について必要な要件を満たしている。

それ以外の労務管理体制の整備や労働時間短縮に向けた取組として、面接指導実施体制の構築がなされ
ているが、適切な勤務計画の作成に向けて取組むことが必要である。

労働時間短縮に向けて、自主的な取組の他、都道府県からの必要な支援を講じられたい。

県による指定要件評価



連携B水準該当性

3.佐賀大学医学部附属病院の指定審査結果

適 ［該当する業務：他の病院又は診療所に対する医師の派遣］

・当該病院又は診療所の管理者の指示により行われるものその他の当該病院又は診療所の管理者が医療

提供体制の確保のために必要と認めたものであって、当該派遣を行うことによって当該派遣をされる医師

の時間外・休日労働時間が年960時間を超える必要があると認められるもの
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3.佐賀大学医学部附属病院の指定審査結果

① 時短計画 ： 適（評価センター評価を参照）

② 追加的健康確保措置 ： 適（評価センター評価を参照）

③ 労働関係法令違反なし： 適（労働局に確認）
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評価センター評価

【全体評価】

医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取組は十分に行われており、労働時間短縮が進んでいる

【指摘事項・助言等】

労働関係法令及び医療法に規定された事項について必要な要件を満たしている。

それ以外の労務管理体制の整備や労働時間短縮に向けた取組として、医師の面接指導及び就業上の措置
の実施体制は整備されているが、労働時間短縮に向けた研修の実施などが計画段階であることから早期実
施に向けて取組むことが期待される。

医師の労働時間短縮に向けて、さらなる改善に向けた取組が望まれる。

県による指定要件評価



特定労務管理対象機関に指定することについての事務局案
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事務局案

◆ Ｂ水準及び連携Ｂ水準に申請のあった３医療機関を特定労務管理対象機関に指定する
ことについては、地域医療対策協議会における議論と整合性があるものと考える。

◆ また、Ｃ－１水準に申請した２医療機関を特定労務管理対象機関に指定することにつ
いても、地域における臨床研修医や専攻医の確保への影響は直ちに顕在化するもので
はないと考えるが、今後状況を注視していく。

◆ ついては、今回申請のあった医療機関について、特定労務管理対象機関の指定を行う
こととしたい。


